
令和３年２月５日 

各本部委員 

各単位団代表者 様 

草津市スポーツ少年団 

本部長 村上 嘉寛 

（公印省略） 

 

新型コロナウイルス感染症再拡大に伴うスポーツ少年団の活動について（その２） 

 

今回の新型コロナウイルス感染症拡大対策に伴う活動自粛につきまして、ご理解と

ご協力を賜り感謝申し上げます。 

 

ご案内のとおり、現在、新型コロナウイルス感染症の急激な再拡大に伴い、近畿２府

１県を含む全国各地に緊急事態宣言が再発令され、その期間が３月７日まで延長され

たところであります。また、県内の感染者数も増加傾向にありますことから、滋賀県で

は県独自の「医療機関非常事態」を宣言されているところでもあります。 

 

こういった状況の中、草津市教育委員会におかれましては、県教育委員会からの通知

を受け、中学校部活動の練習試合や他校との合同練習等について、当面３月７日まで一

定の活動制限が延長されました。 

 

草津市スポーツ少年団と致しましても、今回の草津市教育委員会の対応を受け、練習

試合や合同練習等につきまして、当面３月７日までの間、下記「留意事項」を延長させていた

だきます。 

つきましては、下記内容を十分ご了知いただき、各競技団体や滋賀県教育委員会が作

成している感染症対策ガイドライン等に従って、指導者の適切な判断のもと、活動いただき

ますよう要請します。 

 

 なお、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中、今後とも国・県・市の要請や

対応も日々更新されますことから、引き続き、関係機関からの情報提供の内容を十分ご

了知いただき、適切に対応いただきますようお願いします。 

 

記 

 

スポーツ少年団活動実施の条件 

１.単位団団員の所属する学校の教育活動が、スポーツ少年団の事業・活動と重なっ

た場合は、各学校の教育活動を優先させること。 

 

２.団員、保護者の判断を優先し、参加を強要しないこと。 

 

３.活動に使用する学校体育施設、社会体育施設等の使用許可にあたり、感染症対策



などの付せられた条件を遵守すること。 

 

留意事項 

１.県外での活動については、緊急事態宣言対象地域での練習試合や合同練習等は不

可とします。 

 

２.県内及び緊急事態宣言対象地域以外での練習試合や合同練習等は、「３密」を避け

るなど「新しい生活様式」に則った感染予防対策を十分に行った上で可能とします。 

 

３.合宿や泊を伴う活動は、県内外を問わず不可とします。 

 

なお、ご不明な点等がございましたら、下記事務局までお問い合わせください。 
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